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（市政運営の基本方針）  

 本日ここに、第 194 回名護市議会定例会の開会に当た

り、御提案申し上げます議案の説明に先立ちまして、平

成 31 年度の市政運営に臨む所信を申し述べ、議員各位を

はじめ、市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお5 

願い申し上げます。  

私は、昨年２月に名護市長に就任させていただき、公

約の実現に向けて市政運営に全力で取り組んでまいりま

した。今年は就任２年目を迎え、改めてその責任の重さ

を感じているところでございます。  10 

私が、市長就任後に、市政において真っ先に着手した

のが子育て支援であります。市立学校給食費の無償化、

保育施設及び幼稚園保育料の無償化を実施し、さらに本

年４月からは、年齢 18 歳までの医療費の無料化が始まる

など、子どもが健やかに育ち、子育てを皆で支えるまち15 

づくりを、スピード感をもって推進してきました。  

また、有料ごみ袋料金の軽減や財政基盤が弱い行政区

に対する補助の拡充など、市民の皆様にとって暮らしや

すい生活を送ることができる取組も進めてまいりました。 

平成 31 年度は、私の公約にある若者が集い、観光客20 

で賑わうまちを目指し、名護湾沿岸基本構想と第２次名

護市観光振興基本計画を策定します。また、中心市街地

での Wi-Fi整備や 21世紀の森公園におけるスポーツコン

ベンション誘致のためのサッカー･ラグビー場の整備に

取り組んでまいります。  25 
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北部基幹病院の整備に関しては、北部の医療福祉の充

実に向け、引き続き関係機関との協議に取り組んでまい

ります。  

また、教育、子育て分野につきましては、今年も更な

る支援に取り組んでいくとともに、高齢者をはじめ市民5 

の皆様の健康増進を促進する事業も展開してまいります。 

今年は、就任２年目に当たり、公約の実現に向けて着

実に成果を出し、しっかりと腰を据えて市政運営を実施

していくと同時に、来年 2020 年の市制施行 50 周年に開

催される関連行事の計画と今後 10 年の輝く名護市の将10 

来像を描く「第５次名護市総合計画」の策定に向けた諸

事業に取り組み、名護市の更なる発展に全力を傾注して

まいります。  

それでは、平成 31 年度の主要な施策の展開につきま

して、御説明申し上げます。  15 

 

（子ども・子育て支援）  

 子ども・子育て支援につきましては、子育て環境の更

なる充実を図るため、次の主要事業を重点的に取り組ん

でまいります。  20 

こども医療費の助成につきましては、対象年齢を小学

校１年生から 18 歳到達以降最初の年度末までに拡大し、

入院・通院ともに、医療機関窓口での支払の必要がない

現物給付方式を導入いたします。  

認可保育施設等を利用している０歳から５歳児まで25 
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の保育料無償化及び３歳以上の主食費等の一部補助並び

に幼稚園を利用している３歳から５歳児までの保育料無

償化を引き続き実施いたします。  

幼児教育・保育の総合的な提供を行うため、小中一貫

教育校緑風学園に隣接して幼保連携型認定こども園の整5 

備を進め、また、放課後児童クラブ専用室を合築して整

備することにより、保護者の子育てを支援し、子どもの

健全育成を図ってまいります。  

子どもの貧困対策につきましては、関係機関と連携・

協力体制を構築し、子どものライフステージに沿った総10 

合的な対策を継続的に実施してまいります。  

 

（若者の集うまちづくり）  

若者の集うまちづくりにつきましては、先端のライフ

スタイルを求める若者たちの視点に立って、次の主要事15 

業を重点的に取り組んでまいります。  

平成 30 年度に策定した観光情報インフラ整備計画に

基づき、名護市の中心市街地である名護大通り及び周辺

通り会を対象とした Wi-Fi 拠点を整備拡充いたします。  

 名護湾沿岸基本構想を策定する中で、若者が集う複合20 

型エンターテインメント施設等の誘致についても検討を

行ってまいります。  

 

（医療・福祉の整備拡充）  

医療・福祉の整備拡充につきましては、北部基幹病院25 
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の整備の促進を図るため、引き続き関係機関との協議を

進めるとともに、高齢者及び障がい者への支援体制の構

築に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいり

ます。  

身体機能の低下により在宅生活に不安を抱える高齢5 

者が、比較的低額な料金で入所できる小規模ケアハウス

の施設整備に向けて支援を行ってまいります。  

一定の生活圏域で医療、介護、予防、住まい、生活支

援を切れ目なく一体的に提供することを可能とする地域

包括ケアシステムの構築と深化を目指し、地域包括支援10 

センターの機能強化、拡充に向けた実施体制の検討を進

めます。  

生活困窮者及びその家族、その他の関係者からの相談

に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関と連

絡調整を行う自立相談支援事業をはじめ、就労準備支援15 

事業、家計改善支援事業、子どもの学習支援事業、住宅

確保給付金及び一時生活支援事業を実施します。  

重度心身障害児者の医療費の助成について、自動償還

払いを実施し、利用者負担の軽減を図ります。  

久志診療所に関しましては、名護市久志診療所として、20 

引き続き久志地域の医療を切れ目なく支援していくとと

もに、診療所機能の強化について検討を進めてまいりま

す。  

また、休日、夜間を含む集団健診や保健指導を実施す

るとともに、健康ポイント制度を導入し、市民の健康づ25 
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くりに寄与してまいります。更に、市独自の支援制度と

して、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種に対し助成を

実施いたします。  

 

（地域のくらしと環境）  5 

地域のくらしと環境につきましては、定住環境の充実

及び生活環境に配慮した施設の整備を推進するために、

次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。  

公共交通が不便な地域において、交通弱者の移動の確

保を行うため、デマンド交通等の実証実験について取り10 

組んでまいります。  

本市の都市計画マスタープランは策定から 10 年余り

が経過し、その間に都市計画に関する法律や社会環境が

大きく変化し、対応すべき新たな課題が生じているため、

時代のニーズにあった実効性のある都市計画マスタープ15 

ランとするため、見直しに向けて取り組んでまいります。 

市民が快適に暮らす居住環境の整備に向けて、いさが

わ市営住宅、山入端第二市営住宅、真喜屋第三市営住宅、

中山第四市営住宅及び仲尾市営住宅の施設整備に取り組

み、定住人口の維持・拡大による地域コミュニティの持20 

続的な発展を促進してまいります。  

平成 30 年度に策定した「国立療養所沖縄愛楽園土地

等利活用基本計画」に基づき、沖縄愛楽園の未利用とな

っている土地等の利活用について関係機関と連携を図り、

早期実現に向けて取組を行ってまいります。  25 
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山田原排水区の未整備箇所において、集中豪雨時に浸

水被害があり、市民生活に支障を来しているため、雨水
う す い

函渠
かんきょ

の整備を実施いたします。  

公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図るため、

下水道未普及地域である山入端区及び屋部区等の汚水管
お す い か ん

5 

渠
きょ

整備を進めてまいります。  

環境行政の様々な情報の発信と市民の環境に関する

活動の場である名護市エコステ３Ｒ「なごころ」の施設

を拠点にごみの減量化、再資源化に係る普及啓発を行う

と と も に 名 護 市 環 境 ク リ ー ン 推 進 員 や 市 民 団 体 の10 

「ＥＣＯ人
えこんちゅ

やんばる」とも連携・協働し、ごみの減量化・

再資源化を推進してまいります。  

新設廃棄物処理施設整備事業につきましては、引き続

き、環境影響評価業務に取り組むとともに、造成・外構

実施設計業務等を実施してまいります。また、安和区と15 

の基本協定締結に向けて、地域要望等の協議を行ってま

いります。  

市道整備につきましては、道路整備プログラムに基づ

き、市道 10 路線の整備及び改修など計画的に実施してま

いります。また、定期点検を実施した結果、早期に措置20 

を講ずべき状態と診断された橋りょうについて整備を実

施いたします。  

台風時の集中豪雨等で度々氾濫する伊差川区の喜知

留川につきましては、平成 30 年度に策定した喜知留川整

備計画に基づき用地取得を実施するとともに、架け替え25 
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が必要になる渡名喜橋の実施設計を行います。  

市道許田福地２号線の一部が大雨時に滞水するため、

道路側溝整備工事を実施いたします。  

平成 29 年度に定期点検を実施した、トンネル及び大

型カルバートの長寿命化修繕計画を策定します。  5 

また、名護市自転車活用推進計画を策定し、自転車の

普及、安全利用推進を目的に、親子参加型、若者向け等、

交通安全講習を含めた自転車普及イベントを開催するな

ど自転車のまちづくりを更に推進いたします。  

地域住民自らが日頃から災害に備えるとともに、災害10 

が発生した際には、初期消火活動などの役割を担う自主

防災組織の活動支援及び新規結成の促進を図り、防災に

おける「自助」「共助」の機能を高め、災害に強いまちづ

くりに取り組んでまいります。  

また、台風時の停電に備え、電力会社との協力体制を15 

高めるとともに、迅速な情報提供に努めてまいります。  

火災時において市内全域の市民の生命・財産を守るた

め、消防水利の保守点検、維持管理及び新規消火栓の設

置を実施いたします。  

 20 

（教育・文化・スポーツ振興）  

教育・文化・スポーツ振興につきましては、教育環境

の充実に向けた施設の整備に取り組むとともに、スポー

ツ合宿の誘致に向けて、次の主要事業を重点的に取り組

んでまいります。  25 
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成績が優秀であり経済的に進学が困難な若者に対し

て、高等教育機関へ進学後、勉学に専念できる環境を整

えることを目的として、給付型の奨学金制度の創設に向

け取り組んでまいります。  

名護市学校給食施設再整備による学校給食センター5 

の建設に向け取り組んでまいります。  

市立幼稚園及び小学校並びに中学校に通う園児、児童

生徒の学校給食費の無償化を継続実施していくとともに、

学校給食のより一層の充実を図ります。  

学校施設の整備につきましては、東江小学校のグラウ10 

ンド整備、特別教室及び少人数教室棟への空調設備の設

置及び小中一貫教育校屋我地ひるぎ学園の中学校特別教

室棟建設に向けて取り組んでまいります。  

名護博物館は築 59 年を経過し建物の老朽化や展示資

料の劣化が著しく、バリアフリー対応などの課題がある15 

ため、新館建設に向けて取組を進めてまいります。  

名護市史刊行計画に基づき、「市制 50 周年記念写真集」

の発刊を行うとともに、各編の編さんを行います。  

全国高等学校総合体育大会空手競技及び自転車競技

のロードレースを実施し、市民のスポーツに対する意欲20 

と関心を高めるほか、競技力の向上及び青少年の健全育

成を図ります。  

市民が夢・希望・勇気・感動を享受できる環境づくり

を目指し、トップアスリート等を招聘した市民参加型の

スポーツ教室及び講演会、指導者講習会並びにスポーツ25 
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交流等を実施いたします。  

2020 年東京オリンピック･パラリンピック聖火リレー

につきましては、市民にとって夢と感動を与え、生涯記

憶に残る掛けがえのない体験や経験となることから、聖

火リレーが名護市を駆け抜けてもらえるよう、市民と一5 

体となって誘致に取り組んでまいります。  

 

（経済・産業振興）  

経済・産業振興につきましては、企業誘致への取組を

強化し、更なる雇用の拡大と、資源を活用した産業の振10 

興に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいり

ます。  

経済金融活性化特別地区につきましては、平成 30 年

12 月末時点で、進出企業 47 社、雇用者数 1,121 人の雇

用が創出されており、法人市民税が名護市全体の約３分15 

の１を占めるなど、金融・IT 関連産業の集積は一定の成

果を上げており、地域の産業として定着しつつあります。

また、税制の優遇措置の延長に係る税制改正が行われ、

制度の延長が見込まれることから、更なる制度の活用に

向け、情報発信活動を積極的に実施し、活用実績を増加20 

する取組を進めてまいります。  

県内における工場用地のニーズ増加に対応するため、

本市における新たな工場適地候補地の抽出、開発手法の

検討、概算工事費の算出、工場適地候補地の評価といっ

た基礎調査を実施し、新たな工場適地の指定に向けて取25 
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組を進めてまいります。  

商工業の振興につきましては、人手不足等の雇用対策

として、雇用関連事業の強化に取り組みます。また、創

業セミナーや女性向け創業支援、創業機運醸成事業等を

行う金融機関及びその他関係機関との新たな連携により、5 

名護市創業支援プラットフォームの拡充を図ってまいり

ます。  

畜産業の振興を図るため、山羊肉処理加工施設及び流

通等、６次産業化に向けた検討を行ってまいります。  

安定した農業生産を行えるよう、台風等の自然災害や10 

気候変動に対応した耐候性施設を導入し、高品質で安定

的な生産供給体制の強化を図ってまいります。  

農道整備につきましては、安部地区農道が建設から 41

年経過し舗装面の劣化が見られることから、実施設計を

行います。また、降雨等による砂利洗掘
じ ゃ り せ ん く つ

で、営農活動に15 

支障を及ぼしている喜瀬、幸喜、久志、許田地区の農道

につきましては、アスファルト舗装整備の事業実施に取

り組んでまいります。  

 

（観光リゾート振興）  20 

観光リゾート振興につきましては、沖縄を訪れる観光

客のニーズを的確に把握し、本市の魅力を発揮した観光

の振興に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでま

いります。  

平成 30 年度に実施した名護湾沿岸地域の基礎調査を25 
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基に、有識者による意見や関係者の意向を踏まえ、今後

の具体的な基本構想及びロードマップの策定を行います。

具体的には、「 21 世紀の森公園」などにおけるスポーツ

コンベンションを主とした新たな観光機能の整備や、「宇

茂佐海岸」などを活用したビーチリゾートの開発など、5 

本市の更なる観光・産業振興を図るための構想を策定す

るとともに、「名護漁港」における将来を見据えた交通結

節点機能としての整備など、観光客や地域住民の交通利

便性向上につながる構想を策定いたします。また、構想

の策定に先駆けて、高速船の本格運航への対応について10 

検討を進めてまいります。  

平成 30 年度に実施した第１次観光振興基本計画の評

価・検証や評価指標を踏まえ、本市観光の現状分析や有

識者、観光関連事業者及び市民からの意見聴取を実施し、

今後５年間の第２次観光振興基本計画を策定いたします。 15 

また、インバウンド観光客がよく訪れる施設や場所を

選定し、多言語の周辺案内地図板や案内誘導板を設置す

ることで市内への誘客につなげます。  

新名護市営球場側面のメイン通路において、壁面緑化

等の景観整備を実施いたします。  20 

サイクルツーリズムの推進を図るため、知名度の高い

サイクリングコースを持つ今治市、尾道市及び守山市と

自治体連携による訪日サイクルツーリズムＰＲ事業及び

多言語サイクリングマップを作成し、国内外から誘客を

図ります。  25 
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（市制 50 周年に向けた取組）  

市制 50 周年に向けた取組につきましては、これから

の 50 年を見据えたまちづくりを市民と一緒に考えると

ともに、記念事業の実施に向けて、次の主要事業を重点

的に取り組んでまいります。  5 

第５次名護市総合計画策定事業につきましては、これ

まで市民向けのワークショップを地域別に各２回行い、

今後、市民向けのアンケートを実施するなど、多くの市

民の皆様から多様な意見をお聞きする取組を進めており

ます。今後とも、名護市の新たなまちづくりの基礎であ10 

り、最上位計画となる総合計画の策定を、市民と一緒に

なって取り組んでまいります。  

また、市制 50 周年記念事業につきましては、「名護市

市制 50 周年記念事業実行委員会」を中心に記念事業の検

討を進めているところであります。今後、各種記念事業15 

を実施する中で、祝祭ムードを高め、多くの市民の皆様

と一緒になって名護市の 50 周年の誕生日をお祝いして

まいります。  

 

（基地問題のスタンス）  20 

普天間飛行場代替施設建設問題につきましては、国と

県の法的な争いの行方を注視し、その結果を踏まえて対

応いたします。  

キャンプ・シュワブ演習場などの既存基地から派生す

る被害や米兵による事件・事故など、米軍に起因する様々25 
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な問題につきましては、安全・安心な市民生活を守る立

場から、基地被害の防止及び綱紀粛正を強く求めてまい

ります。  

また、キャンプ・シュワブ内の離着陸帯を撤去するこ

と、特に国立沖縄工業高等専門学校に近接する箇所につ5 

いては、優先的な実施を求めてまいります。  

 

（予算概要）  

本市の財政状況は、平成 29 年度決算では財政の余裕

度を示す経常収支比率は、 91.5％で、平成 28 年度から10 

1.1 ポイント増で、借金返済の負担割合を示す実質公債

費比率は 5.9％で、平成 28 年度から 0.2 ポイント減とな

っております。引き続き改善に向け取り組んでまいりま

す。  

このような中、平成 31 年度予算は、歳入面で、市税15 

は、個人市民税や固定資産税などの増に伴い、前年度当

初の 3.4％増額を見込んでおります。地方交付税は、

0.4％増額を見込んでおります。市債は、学校給食施設整

備事業や、屋部中学校校舎新築事業の減などにより、前

年度比 24.1％の減を見込んでおります。  20 

歳出面では、扶助費で、子ども医療費助成事業や幼保

助成事業（保育所分）の増などにより、義務的経費が増

額となり、投資的経費は、名護市食鳥処理施設整備事業

や、屋我地小中一貫校校舎改築事業の減などに伴い減額

となり、その他の経費については、物件費で、名護市営25 
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球場備品購入事業や、名護湾沿岸基本構想策定委託料の

増、補助費等で、私立保育所等分保育料助成金や、学校

給食事業補助金の増などとなっております。その結果、

平成 31 年度一般会計予算規模は 377 億 9,535 万円、前年

度当初比 0.6％増となっております。  5 

なお、各特別会計や、企業会計を合わせた総予算額は、

539 億 6,273 万円、前年度当初比の 0.4％増となっており

ます。  

 

（むすびに）  10 

以上、今年度の市政運営に当たっての私の基本的な姿

勢と主要施策のあらましについて、述べさせていただき

ました。なお、文中において示されていない事業につき

ましても、後方へ掲載しております主要事業一覧で示し

ておりますので、御覧ください。  15 

今年、我が国は、平成を締めくくり、新たな元号のも

と、船出となる年です。名護市においてもこれまでの市

制 50 年を総括し、次の時代に向けた取り組みを進めてい

く年であります。  

名護市では、多様化する行政サービスを市民の皆様へ20 

提供していく上で、限られた財源で最大限の事業を実施

する必要があります。  

市民の皆様への公約については、あらゆる財源を活用

し、実現に向けて事業を推進してまいります。  

私の公約の実現と多様化する行政サービスを提供す25 
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るにあたり、市職員はもとより、市議会議員の皆様の御

理解と御協力が必要であり、輝く名護市の創造に向けて

共に取り組んでまいりましょう。  

議員各位におかれましては、今定例会に御提案いたし

ます平成 31 年度予算をはじめ、諸案件の慎重なる御審議5 

と御決裁をお願い申し上げます。  

 

平成 31 年３月１日  

名護市長  渡具知  武豊  
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1

こども医療費助
成事業給付費
（再編交付金基
金）

新規 30～

こども医療費の一部負担金を助成するこ
とにより疾病の早期発見と早期治療を促
進し、こどもの健やかな育成に寄与す
る。

小１から18歳到達以降最初の
年度末までの方を対象に入
院・通院ともに、医療機関窓
口での支払いが必要ない現物
給付方式の導入を行う。

こども家庭
部子育て支
援課

2
名護市立幼保連
携型認定こども
園整備事業

継続 30～32

瀬嵩保育所と久志幼稚園を統合し就学前
の子どもに対する一体的な教育・保育を
実施するための市立幼保連携型認定こど
も園を整備する。また、子育ての支援拡
充を図るため放課後児童クラブ専用室も
合築して整備する。

実施設計業務
造成外構測量設計業務

こども家庭
部子育て支
援課

3
幼保助成事業
（幼稚園分）

継続 30～

幼稚園を利用している３歳～５歳までの
児童の保育料の無償化を行うことによ
り、子育て世帯の子育てや教育に係る費
用の負担を軽減する。

幼稚園を利用している３歳～
５歳までの児童の保育料の無
償化を行なう。

こども家庭
部保育・幼
稚園課

4
幼保助成事業
（保育所分）

継続 30～

保育の必要性の認定を受けてる就学前児
童で、認可保育施設等を利用している０
歳～５歳までの児童の保育料の無償化及
び３歳以上の主食費等の一部補助を行う
ことにより、子育て世帯の子育てや教育
に係る費用の負担を軽減する。

認可保育施設等を利用してい
る０歳～５歳までの児童の保
育料の無償化及び３歳以上の
主食費等の一部補助を行な
う。

こども家庭
部保育・幼
稚園課

5 幼児教育の充実 継続 30～

幼児教育の質の向上を図るため、市立幼
稚園教諭の研修を充実させると共に、5
歳児保育を実施している保育所等との合
同研修会を充実させる。

・幼稚園教諭の研修の充実
・保幼合同研修会の充実

こども家庭
部
保育・幼稚
園課

6
保育士試験受験
者支援事業

継続 27～32
保育士確保対策として、保育士試験対策
講座を実施することにより、保育士試験
合格者を増やす。

保育士試験の対策として、市
内で保育士として就労を希望
する者に対して、講座を実施
する。

こども家庭
部保育・幼
稚園課

7
保育士正規雇用
化促進事業

継続 29～
正規雇用化を促進し、保育士の処遇向上
及び定着促進を図る。

保育士の正規雇用化や新規正
規雇用により保育士正規率の
上昇を図る認可保育所等に対
して補助を行う。

こども家庭
部保育・幼
稚園課

8
沖縄子供の貧困
緊急対策事業

継続 28～31

就学援助などの行政サービスにつながっ
ていない困窮世帯への支援や、学習支援
や食の提供を行う子どもの居場所事業を
運営するための支援を行う。

子どもの貧困対策支援員の配
置と、子どもの居場所への支
援を行う。

市民福祉部
生活支援課

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
名護湾沿岸基本
構想策定事業

継続 30～31

名護湾沿岸に配置される「名護漁港」や
「21世紀の森公園」、「宇茂佐海岸」な
どを対象区域とし、本市の産業振興及び
定住促進に資するまちづくり構想を策定
する。

基本構想策定業務（関係者意
向調査、事例調査、有識者懇
談会を含む）

地域政策部
振興対策室

2
名護市観光情報
インフラ（Wi-
Fi)整備事業

継続 30～

名護市の中心市街地を中心とした名護大
通り及び周辺通り会を対象にWi-Fi拠点
を整備し、外国人を含む観光客等の利便
性向上を図る。

H30に策定した観光情報イン
フラ整備計画に基づき、名護
市の中心市街地を中心とした
名護大通り及び周辺通り会を
対象とした、Wi-Fi拠点を整
備し、外国人を含む観光客等
の利便性向上を図るととも
に、入域観光客の増加及び街
の魅力向上等について、ICT
利活用の有効性を検証する。

地域政策部
商工観光局

若者が集うまちづくり

子ども・子育て支援

16



事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
地域生活支援事
業

継続 18～
個々人に合った福祉サービスの提供によ
り、障がい者の生活支援及び社会参加の
促進を図る。

相談業務を相談支援専門員の
配置された事業所へ委託し、
障がい者の各種相談に対応す
るなど、障がい者が地域で暮
らすための支援を図る。

市民福祉部
社会福祉課

2
障害者自立支援
給付事業

継続 18～ 障がい者の自立した生活の支援を行う。

障害者総合支援法に基づく、
障害者福祉サービス（介護給
付や訓練等給付）を提供す
る。

市民福祉部
社会福祉課

3
生活困窮者自立
支援事業

継続 27～

生活困窮者に対し生活保護に至る前に自
立に向けた支援を行う。相談者ごとに必
要な支援策を計画し、個々に応じた支援
について事業の実施を行い、自立を支援
する。

・自立相談支援事業
・就労支援事業
・住居確保給付金
・就労準備支援事業
・家計相談支援事業
・学習支援事業
・一時生活支援事業

市民福祉部
生活支援課

4
地域密着型サー
ビス等整備助成
事業

継続 30～32

介護保険施設の整備については、第８次
あけみお福祉プラン「名護市高齢者福祉
計画及び第７期介護保険事業計画（平成
30年～32年）」に基づき、地域密着型特
定施設入居者生活介護施設の整備を図
る。

沖縄県地域医療介護総合確保
基金事業を活用し、施設整備
法人へ施設整備費及び施設開
設準備経費等の支援を行う。

市民福祉部
介護長寿課

5
地域包括支援セ
ンター機能強化

継続 30～32

地域包括支援センターの機能強化につい
ては、第8次あけみお福祉プラン「名護
市高齢者福祉計画および第7期介護保険
事業計画（平成30年～形成32年）」に基
づき地域包括ケアシステムを構築・深化
させるとともに、その中核機関である地
域包括支援センターの拡充及び機能強化
を進める。

地域包括支援センターの実施
事業や運営について評価し、
機能強化、拡充に向けた実施
体制の検討を進める。

市民福祉部
介護長寿課

6
収納特別対策事
業

継続 -
被保険者の国民健康保険税に関する相談
機会を確保し、収納率の向上を図る。

・毎週木曜日、午後５時30分
から午後８時まで夜間納税相
談を実施する。
・広報誌（市民のひろば・健
康だより）や防災行政無線、
名護市ウェブサイト等を活用
し、広報を実施する。
・市県民税未申告者へ保険税
を適正に賦課するため、申告
勧奨のハガキを送付する。

市民福祉部
国民健康保
険課

7
後発医薬品利用
勧奨事業

継続 －
後発医薬品の利用を市民に勧奨し個人医
療費支出の負担軽減を図る。

・ジェネリック医薬品を使用
した場合の医療費の差額通知
書を被保険者に送付する。
・被保険者証の発行時に、被
保険者証へ貼付できるジェネ
リック希望シールを配付す
る。
・特定健診会場等でジェネ
リック医薬品についての広報
活動を行い、希望シールを配
付する。

市民福祉部
国民健康保
険課

8
適正受診啓発事
業

継続 －
重複・頻回受診を減らすなど、適切な受
診の重要性について周知し、啓発を図
る。

・柔道整復の重複・頻回受診
の状態にある被保険者に対し
ての状況確認アンケートを実
施するとともに、重複・頻回
による自己負担（初診料等）
及び保険者負担の増加などが
生じることを周知する。
・受診年月日、医療機関名、
医療費の額をお知らせする医
療費通知書を被保険者へ送付
する。
・特定健診会場等で適正受診
を促すチラシ配布を行う。
・柔道整復の請求内容点検及
び受診者への照会等業務委託
を行い、適正請求、適正受診
への意識啓発を図る。

市民福祉部
国民健康保
険課

9
名護市久志診療
所運営事業

新規 31～
名護市立の診療所を運営することによ
り、久志地域の医療を切れ目なく支援す
る。

指定管理により運営し、地域
住民が安心して医療を受けら
れる環境の充実を図る。

市民福祉部
健康増進課

医療・福祉の整備拡充
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

10
特定健康診査事
業

継続 20～

特定健康診査・特定保健指導の実施によ
る内臓脂肪症候群（メタボリックシンド
ローム）の該当者・予備群の減少を図
る。

・集団健診（休日・夜間含
　む）、個別健診の実施と広
　報活動の充実を図る。
・効果的な受診勧奨活動を実
　施する。
・地域の公民館等に出向いた
　保健指導（休日含む）を実
　施する。

市民福祉部
健康増進課

11
妊婦健康診査事
業

継続 －

母子の健やかな成長と健康の保持増進を
図るため、妊婦の経済的負担を軽減し、
妊産婦を取り巻く保健医療の充実を図
る。

・妊婦健康診査14回分
　（99,100円）の公費負担を
　継続実施する。
・医療機関との連携を図り、
　健診結果に基づき個別支援
　を充実する。

市民福祉部
健康増進課

12
健康ポイント事
業

新規 31～

特定健診やがん検診への受診率向上と生
活習慣の改善、健康づくりへの動機付け
と定着を図り市民の健康保持及び増進の
ために健康ポイント事業を実施する。

健診の受診やスポーツイベン
トへの参加に対しポイントを
付与し、一定数ポイントをた
めた市民に対し特典と交換す
る。

市民福祉部
健康増進課

13
未熟児養育医療
等事業

継続 26～

入院が必要な未熟児に対し、医療の給付
により、死亡、障害の発生を防ぐ。ま
た、合併症等の発現に留意し適切な訪問
指導を実施する。

・養育医療を給付する。
・低体重児・未熟児に対し、
　児の発育発達に応じた保健
　師による個別支援を実施す
　る。

市民福祉部
健康増進課

14 予防接種事業 継続 －
予防接種に関する周知を図り、個別接種
を実施する。接種率の向上に努め、感染
症の発症、重症化予防を図る。

定期予防接種（ＢＣＧ、ＤＰ
Ｔ－ＩＰＶ、ヒブ、小児肺炎
球菌、ＤＴ、麻しん、風し
ん、日本脳炎、水痘、不活化
ポリオ、ＤＰＴ、子宮頸がん
予防ワクチン、インフルエン
ザ、Ｂ型肝炎ワクチン）を実
施する。

市民福祉部
健康増進課

15
高齢者肺炎球菌
ワクチン助成事
業

新規 31～33
高齢者肺炎球菌ワクチンを初めて接種す
る定期接種対象者を助成し、市民の接種
率向上による健康維持に努める。

高齢者肺炎球菌ワクチンを初
めて接種する定期接種対象者
を従来の一部助成から全額助
成とし接種率向上に努める。

市民福祉部
健康増進課

16
公的病院等運営
助成事業

継続 26～

北部地域の救急医療を守るため、公的病
院等へ助成を行い、引き続き救急患者の
受入れ体制を維持して頂く。
そのことが、医療の充実となり安心して
暮らせるまちへとつながる。

救急医療体制の確保及び地域
医療の充実を図るため、市内
の救急医療の専門病床を有す
る公的病院等に対し、救急医
療に対する運営費の助成を行
う。

市民福祉部
健康増進課

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
自主防災組織活
動支援事業

継続 25～
各地域において自主防災組織の結成を支
援することで、「自助」・「共助」の地
域力を再生する。

・各行政区に自主防災組織結
　成を働きかける。
・自主防災組織への貸与資機
　材を調達する。

総務部
総務課

2
自治公民館等大
規模修繕事業

継続 28～

生涯学習・地域づくりの拠点施設として
はもとより災害時の避難所等その役割は
多岐にわたる施設としての自治公民館を
修繕し、施設の長寿命化を図り利用者の
安全安心な環境を整える。

緊急性や耐久性を考慮し適切
に修繕費の補助を行う。

地域政策部
地域力推進
課

3

名護市ふるさと
納税クラウド
ファンディング
事業

継続 27～

市内行政区（55区）が､実施する地域活
動で地域の課題解決を図るために､地域
で企画・提案・実施する事業に対し､ふ
るさと納税を募り、集まった寄付金を補
助金として交付することによって活力あ
る地域づくりを推進する。

・行政区提案事業募集
・事業支援及び相談
・寄付金交付等

地域政策部
地域力推進
課

地域のくらしと環境

医療・福祉の整備拡充
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

4
羽地クラウド
ファンディング
事業

新規 H31～

地域活動活性化に資する活動資金を捻出
する方法として羽地クラウドファンディ
ングを実施し、地域住民はもとより県内
羽地郷友会や県外の郷友会へ活性化を目
的とした活動費を寄付していただくと共
に返礼品による地域特産品のＰＲを図
る。

「羽地三本の矢プロジェク
ト」と銘打ち、真喜屋小区・
羽地小区・稲田小区の三地区
の区域に分け、それぞれの地
区の特色を生かした活動を、
住民が関わり考え取り組める
仕組みづくりをし、三地区
（羽地全域）で実施すること
によって大きな力を図る。

地域政策部
羽地支所

5
やがじ交通移送
支援モデル事業

継続 29～33

屋我地地域の高齢者に対する買物支援及
び屋我地ひるぎ学園に通学する校区外の
児童・生徒の通学支援を実施し、定住条
件の向上を図る。

地域内高齢者の買物支援。
屋我地ひるぎ学園への校区外
児童生徒の通学支援。

地域政策部
屋我地支所

6
自転車活用推進
事業

新規 31

名護市自転車活用推進計画を策定し市民
生活中で自転車の普及、安全利用を推進
させることにより、ＣＯ２環境負荷の低
減、交通渋滞の緩和、市民の健康増進な
ど交通における自動車依存を低減し生活
環境の向上を図る。

名護市自転車活用推進計画の
策定、親子参加型、若者向け
等、交通安全講習を含めた自
転車普及イベントの開催。

地域政策部
商工観光局
自転車のま
ちづくり推
進室

7
山手線街路事業
費

継続 12～32

　小学校や幼稚園の通学路として利用さ
れているが、住宅密集地であるため隘路
で歩道もなく児童の通学も危険な状況に
あり、緊急車両の通行にも支障となって
いる。本線の整備により、利便性、防災
上の問題を改善、緩和する。

・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
都市計画課
用地課

8
宮里大南線街路
整備事業

継続 24～33

宅地利用が進んでいる地域で本路線の終
点側には小学校もあり、現道の幅員は狭
小で歩道もない状況である。本路線の整
備により、車両の円滑な交互通行、歩行
者の交通安全の確保及び交通分散による
市街地内の交通渋滞の緩和に寄与する。

・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
都市計画課
用地課

9
北農線街路整備
事業

継続 24～31

利用者の安全性や快適性を確保でき、周
辺住民の快適な都市生活の実現に大きく
寄与する。また、近隣町村から県立名護
養護学校、県立北部農林高等学校及び福
祉施設を利用する方々の安全性並びに利
便性の向上に寄与する。

・台帳作成業務
・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
都市計画課
用地課

10
山田原線街路整
備事業

継続 25～32

利用者の安全性や快適性を確保でき、周
辺住民の快適な都市生活の実現に大きく
寄与する。また、近隣町村から県立名護
商工高等学校、県立名護高等学校、県立
農業大学校に通学する生徒やその関係者
の利便性の向上に寄与する。

・道路改良工事
・用地取得

建設部
都市計画課
用地課

11
名護６９号線道
路整備事業（北
連）

継続 29～32

　当該路線を整備することにより、狭小
な車道や未整備の歩道、取付位置の悪い
交差点などの問題が解消され、利用者の
安全性が確保でき、周辺住民の快適な都
市生活の実現に大きく寄与する。
　また、近隣に立地する小学校に通学す
る生徒やその関係者及び市立図書館の利
用者等の安全性や利便性の向上に寄与す
る。

・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
都市計画課
用地課

12
２１世紀の森公
園建設費

継続
S51～
H38

　市街地に位置する総合公園としてス
ポーツ及びレクリエーション並びに憩い
の場を提供する公園を整備する。

・施工監理業務
・球場建設工事等

建設部
都市計画課

13
田井等公園建設
費

継続 14～36

羽地ダム建設に伴う山間部のレクリエー
ション区域の減少に対応し、羽地地区の
基幹公園として、地域住民の健康増進及
び憩いの場を創出し、地域のコミュニ
ティ醸成及び活性化を目的とする公園を
整備する。

・用地取得
建設部
都市計画課
用地課

14
都市公園安全・
安心対策緊急総
合支援事業

継続 25～32

公園施設長寿命化計画に基づき適切に維
持管理されている公園施設の改築を実施
し、都市公園の適正な管理による公園利
用者の安全･安心の確保や､公園施設に係
るトータルコストの低減を図る。

・遊具改築工事
建設部
都市計画課

地域のくらしと環境
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

15
呉我多目的広場
建設事業（効果
促進）

継続 24～31
児童の安全な遊び場と住民の憩いの場と
して本広場を整備し、地域住民の生活環
境の向上に寄与する。

・公園整備工事
・用地取得

建設部
都市計画課
用地課

16
名護市都市公園
整備事業

新規 31～36

子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安
心して利用できる都市公園の整備を行
い、市民の憩いの場、活動の場を創出し
市民サービスの向上を図る。

・実施設計
・用地取得

建設部
都市計画課
用地課

17
都市計画マス
タープランの改
訂

新規 31～33

本市の都市計画マスタープランは策定か
ら10年余りが経過し、その間に都市計画
に関する法律や社会環境が大きく変化
し、対応すべき新たな課題が生じている
ため、時代のニーズにあった実効性のあ
る都市計画マスタープランとするため、
見直しに向けて取り組む。

都市計画マスタープランの改
訂業務

・基礎調査業務

建設部
都市計画課

18
辺野古地区市道
整備事業（再編
交付金）

継続 16～35

辺野古地区集落内の生活道路のほとんど
は舗装の老朽化、排水施設の機能低下が
著しく、住民の生活環境改善のためにも
早急な整備が必要である。

・物件調査
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

19
仲尾次地区環境
改善事業（調整
交付金）

継続 29～31

集落内の老朽化している既存排水路を改
築し、蓋無し排水路から管渠型側溝へ変
更することで危険防止並びに悪臭の改善
を図る。

・改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

20
許田10号線道路
橋梁整備事業
（交付金）

継続 26～32
老朽化による劣化、損傷が目立つ許田橋
を整備することにより、住民の安全で快
適な住環境の確保に寄与する。

・上部工工事
・現場技術業務

建設部
建設土木課

21
大北１号線道路
整備事業（交付
金）

継続 26～32

本路線は通勤通学路としての利用形態の
ある道路となっているが、幅員が３～５
ｍと狭いうえ、見通しが悪く、歩道も未
整備であることから、本路線を整備する
ことにより、快適な交通環境の確保及び
地域の安全性向上が図れる。

・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

22
市道屋部8号線
道路橋梁整備事
業（交付金）

新規 31～35

老朽化した勝見橋を県が実施している西
屋部川河川改修事業にあわせて改修する
ことにより、地域住民の安全で快適な住
環境の確保に寄与する。

・実施設計
・用地測量
・物件調査

建設部
建設土木課
用地課

23
市道モクザ線道
路整備事業（交
付金）

継続 25～31

本路線は、県道名護本部線と市道名桜大
学線を結ぶ道路であるが、現在、舗装の
傷みが激しく一部急勾配にも関わらず未
舗装であることから、車両や歩行者の通
行が危険な状況となっている。本路線を
整備することにより、地域交通の安全性
の確保及び利便性の向上を図り、生活環
境の改善に寄与するとともに、災害対策
本部の代替施設である名桜大学へのアク
セス機能を高めることにより、地域防災
に寄与する。

・道路改良工事
・道路台帳作成

建設部
建設土木課

24
市道為又１号線
道路整備事業
（交付金）

新規 31
市道為又１号線と市道名桜大学線の交差
点改良を行い、円滑な交通の確保を図
る。

・交差点改良工事
・道路台帳作成

建設部
建設土木課

25
羽地東中央線整
備事業（交付
金）

継続 26～34

本路線は、幅員が2.5～５ｍと狭く蛇行
しており見通しも悪いため、整備するこ
とにより快適な交通環境の確保及び地域
の利便性が図られ、当該地域の生活環境
が著しく改善される。

・道路改良工事
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

26
伊差川・為又線
道路整備事業
(交付金）

継続 27～35

本路線を整備することにより、地域交通
の安全性の確保及び利便性の向上、生活
環境の改善が図られ、地域振興並びに６
次産業の促進等、農業振興にも大きく寄
与する。

・改良工事（流末整備）
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

27
市道屋我地4号
線道路整備事業
（交付金）

継続 30～33

県道110号線から県道110号線バイパス
（新屋我地支所付近）までを整備するこ
とにより、地域の防災対策及び利便性向
上に寄与する。

・用地測量
・物件調査
・用地取得

建設部
建設土木課
用地課

地域のくらしと環境
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

28
市道名護100号
線道路整備事業
（交付金）

新規 31～33

本路線を整備することにより、快適な交
通環境の確保及び地域の安全性の向上が
図られ、当該地域の生活環境改善に大き
く寄与する。

・実施設計
建設部
建設土木課

29
市道三原福地線
道路整備事業
（交付金）

新規 31～35

本路線を整備することにより、快適な交
通環境の確保及び地域の安全性の向上が
図られ、当該地域の生活環境改善並びに
地域コミュニティ活動の推進を図る。

・実施設計
建設部
建設土木課

30
市道東江原線災
害防除事業（交
付金）

新規 31～32
本路線の風化した法面を対策することに
より、道路利用者の安全確保に寄与す
る。

・実施設計
建設部
建設土木課

31
市道羽地大川線
災害防除事業
（交付金）

新規 31～32
本路線に近接する山林からの落石を対策
することにより、道路利用者の安全確保
に寄与する。

・落石対策工事
建設部
建設土木課

32
市道志味屋線交
通安全対策事業
（単独）

新規 31

整備済み区間の交通安全対策について、
沖縄県公安委員会と交通安全上の対策に
ついて協議を行った内容に基づき改修
し、円滑な交通の確保に努める。

・交差点改良工事
建設部
建設土木課

33
普通河川整備事
業

継続 29～33
喜知留川を整備することにより、伊差川
区民を浸水被害から守り、安心して暮ら
せる地域づくりを行う。

・渡名喜橋実施設計
・用地測量
・物件調査
・用地取得
・物件補償

建設部
建設土木課
用地課

34
自転車まちづく
り推進事業

継続 23～
低炭素型まちづくり、まちなか観光、健
康志向に対応した自転車普及の環境を推
進する。

・自転車指導レーン整備
建設部
建設土木課

35
山入端第二市営
住宅新築事業

継続 28～31
住宅困窮世帯の生活の安定及び定住人口
の維持・拡大による地域コミュニティの
活性化を図る。

・建築工事
建設部
建築住宅課

36
真喜屋第三市営
住宅新築事業

継続 29～31
住宅困窮世帯の生活の安定及び定住人口
の維持・拡大による地域コミュニティの
活性化を図る。

・敷地整備工事
・建築工事

建設部
建築住宅課

37
中山第四市営住
宅新築事業

新規 31～33
住宅困窮世帯の生活の安定及び定住人口
の維持・拡大による地域コミュニティの
活性化を図る。

・用地取得
建設部
建築住宅課

38
仲尾市営住宅新
築事業

新規 31～33
住宅困窮世帯の生活の安定及び定住人口
の維持・拡大による地域コミュニティの
活性化を図る。

・用地取得
建設部
建築住宅課

39
いさがわ市営住
宅建替事業

新規 31～36
住宅困窮世帯の生活の安定及び耐震性能
向上、バリアフリーの促進を図る。

・基本設計
・土地測量

建設部
建築住宅課

40
名護市空き家住
宅改修支援事業
補助金交付事業

継続 29～32

空き家を改修し利活用することにより、
住宅の質の向上及び地域振興並びに市内
経済の活性化につながることを目的と
し、空き家の改修工事を実施する者に対
し、補助金を交付する。

・補助金を交付する。
建設部
建築住宅課

41

名護市民間住宅
耐震診断・改修
等事業費補助金
交付事業

継続 28～32

地震発生時における建築物等の倒壊等に
よる災害の防止を目的とし、市内に所在
する民間住宅の耐震診断等を実施する者
に対し、補助金を交付する。

・補助金を交付する。
建設部
建築住宅課

42
防災・安全社会
資本整備事業

継続 24～

老朽化が進むトンネル・橋梁などの道路
施設について、損傷状態を把握するため
の点検を実施、適切な維持管理を行うた
めの修繕計画を策定し、道路整備の事業
化を図り、生活環境の改善に寄与する。

・トンネル及び大型カルバー
ト長寿命化修繕計画策定

建設部
維持課

43
市道名護43号線
道路橋梁整備事
業

継続 30～32

点検による診断結果により、緊急に措置
が必要と判断された橋梁を整備すること
により、住民の安全で快適な住環境の確
保に寄与する。

・橋梁整備工事
・用地取得
・物件補償
・道路台帳作成

建設部
維持課
用地課

44
許田地区環境改
善事業

継続 30～32
集落内の排水機能が低下している既存側
溝を整備することで、安全で快適な道路
環境に寄与する。

・道路側溝整備工事
建設部
維持課

45
市道許田福地２
号線道路橋梁整
備事業

新規 31～34

点検による診断結果により、早期に措置
が必要と判断された橋梁を整備すること
により、住民の安全で快適な住環境の確
保に寄与する。

・実施設計
建設部
維持課

地域のくらしと環境
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

46
新設廃棄物処理
施設整備事業

継続 ―
一般廃棄物を適正に処理できる施設やし
尿・浄化槽汚泥を適正に処理する施設の
整備を図る。

・環境影響評価事業
・発注支援業務
・造成・外構実施設計業務
・土地鑑定業務

環境水道部
環境対策課

47
ごみ減量・３Ｒ
推進事業

継続 ―
名護市一般廃棄物処理実施計画に基づ
き、資源ごみのリサイクルの向上及びご
み減量・３Ｒ推進を図る。

エコステ３Ｒ「なごころ」を
環境行政の情報発信や市民活
動の拠点施設として充実さ
せ、ごみの減量化、再資源化
に係る普及、啓発を行うとと
もにクリーン推進員や市民団
体の「ＥＣＯ人やんばる」と
連携、協働し更なるごみの減
量化、再資源化を継続して推
進していく。

環境水道部
環境対策課

48 処理場建設事業 継続 25～42

公共下水道事業計画に基づき、老朽化し
た処理施設を改築更新することで、安定
した処理機能を確保し、公共用水域の水
質保全と生活環境整備に努める。

老朽化した水処理施設の改築
工事。

環境水道部
下水道課

49
汚水管渠建設事
業

継続 25～42

公共下水道事業計画に基づき、未整備個
所の汚水管渠を整備するとともに、老朽
化した管渠更生を図り、公共用水域の水
質保全と生活環境整備に努める。

・汚水管渠工事
・ストックマネジメント計画
管渠工事

環境水道部
下水道課

50
雨水管渠建設事
業

継続 25～33
公共下水道事業計画に基づき、雨水管渠
を整備することで、河川流域住民の浸水
被害を解消し、生活環境整備に努める。

・雨水幹線管渠工事
環境水道部
下水道課

51
公共下水道接続
促進事業

継続 30～34
下水道への接続を促進し、快適な生活環
境の確保、公共用水域の水質汚濁防止及
び浄化を図ることを目的とする。

下水道へ接続するための排水
設備工事（新築工事を除
く。）を行う者に対し、その
工事費の一部を補助する。

環境水道部
下水道課

52
名護市消防団車
庫等整備事業

新規 31～32

老朽化に伴い破損した消防団車庫（真喜
屋班）が現在使用できない状況である。
広範囲な羽地地域の消防団車庫確保の為
消防団活動拠点である詰所機能を有した
新型消防団車庫を新規更新し、消防団活
動基盤の強化を図る。

・建築設計
・造成工事

消防本部
総務課

53
消防車両更新計
画

継続 26～

多種多様化する災害、高齢化並びに観光
客の増加等の現状において、消防の出動
件数は毎年増加傾向となっている。その
ため、継続した緊急出動体制の維持並び
に体制強化を図るべく、消防車両更新計
画に基づき更新整備する。

・水槽付消防ポンプ自動車1
台（署）
・人員輸送車1台（署）
・消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型1
台（団）

消防本部
総務課

54
防火服等一式購
入事業

継続 29～

消火、救助活動を行う際に着用する防火
衣及び活動服等は、災害現場活動や毎日
行われる訓練により、ほつれや破れなど
消耗が激しく、毎年増加する現場出動に
伴い性能の劣化も著しいため、防火服一
式及び活動服一式を隔年で更新整備す
る。

・防火服一式22名分（署）
消防本部
総務課

55
高齢者対策住警
器整備事業

継続 29～31

・極めて火災危険の高い高齢者世帯等と
防火協力者世帯を無線式連動型火災警報
器でつなぎ、火災危険の排除及び損害の
軽減を図り、住宅火災ゼロを目指す。

 高齢者等世帯の住宅を中心
とした区画の近隣に、防火協
力者を定め、「無線式連動型
火災警報器」で高齢者等世帯
と防火協力者世帯を繋ぐこと
で、火災が発生する前の煙を
感知し、初期の対応によって
火災を未然に防止する。独り
暮らしの高齢者住宅を優先的
に調査を実施し、各地域から
極めて火災危険の高い高齢者
住宅を決定する。31年度は15
地区（150個)となる。住警器
のは、消防職員、消防団員が
設置する。

消防本部
予防課

地域のくらしと環境

22



事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

56
消防水利維持管
理・設置事業

新規 31～35

消防水利の充実は、災害に強い街づくり
に必要不可欠である。火災時において市
民の生命・財産を守るために消防水利が
市内全域をカバーできるよう設置し、維
持管理をしていく。災害に強い名護市を
目指すことで、安全で安心な地域の暮ら
しが構築できる。

消防水利の保守及び維持管理
新設消火栓を９基設置

消防本部
警防課

57
名護市幼年消防
クラブ事業

継続 24～

幼年期から火災予防の重要性を認識さ
せ、防火教育の礎を構築する。また、地
域住民へ火災予防広報活動をおこない、
火災の減少を図る。

正しい火の取り扱いや火遊び
の防止など防火教育を実施、
地域住民に対し火災予防広報
活動を行う。（防火ティッ
シュ配布）

消防本部
消防署

58
名護市少年消防
クラブ事業

継続 24～
名護市の防災を担う次世代のリーダーを
育成による地域防災の礎を構築する。

伊平屋村少年消防クラブとの
交流研修、着衣泳研修、市内
宿泊研修の実施。防火広報活
動（ティッシュ配布）を行
う。

消防本部
消防署

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1 社会教育事業 継続 －
市内で活動する社会教育団体への指導、
助言を行うとともに、指導者の育成及び
活動を支援する。

・社会教育団体の活動支援
・社会教育団体指導者研修会
　の開催
・友好都市児童交流事業の支
　援

地域政策部
地域力推進
課

2
青少年健全育成
事業

継続 －
青少年健全育成に係る事業の開催及び青
少年育成関係団体への補助金を交付す
る。

・青少年の深夜はいかい防止
　市民大会の開催
・社会環境実態調査の実施
・名護市青少年育成協議会、
　名護地区少年補導員協議
　会、名護青年会議所滝川交
　流委員会へ補助金交付

地域政策部
地域力推進
課

3

全国高等学校総
合体育大会名護
市実行委員会事
務局運営

継続 30～31
平成31年度全国高等学校総合体育大会に
おける空手競技及び自転車競技(ロード)
大会の開催

名護市実行委員会において、
平成31年度空手競技及び自転
車競技(ロード)の大会開催地
として、諸準備から大会運営
を行う。

地域政策部
高校総体推
進室

4
子ども芸術支援
事業

継続 －
子どもが持つ優れた感性と個性を伸ばす
育成事業として、子ども主体の芸術文化
活動の促進を図る。

ジュニアオーケストラ・児童
劇団・児童合唱団の育成及び
支援を行う。子ども一万人の
個展を企画し、実施する。

地域政策部
文化スポー
ツ振興課

5 市民会館事業 継続 －

市民に多様な芸術文化を身近に触れる機
会を提供し、市民の芸術創造活動への参
加を促し、心豊かな潤いと活力あるまち
づくりの充実を図る。

・芸術文化事業の実施
・市民参加型事業の実施
・アウトリーチ事業の実施
・市民芸術文化団体の支援

地域政策部
文化スポー
ツ振興課

6
スポーツコンベ
ンション誘致事
業

継続 25～
子どもたちに夢を与え、その可能性を育
むため、スポーツ合宿や大会等の誘致に
取組み、地域の活性化に寄与する。

　合宿等を実施する団体への
助成金を（1人1泊当たり
1,000円）交付する。
　スポーツ団体とのネット
ワークを強化する。

地域政策部
文化スポー
ツ振興課

7
生涯スポーツ推
進事業

継続 －
市民が生涯にわたって気軽にスポーツに
親しむことができる環境を整備する。

シーカヤック教室、少年少女
水泳教室、お出かけスポーツ
教室、体力測定会、一輪車大
会、名護市小学生交流駅伝競
走大会及びチュックボール大
会の開催。

地域政策部
文化スポー
ツ振興課

8
スポーツ力向上
促進事業

新規 31～
市民が企画し、市民のニーズに沿った市
民参加型のスポーツ教室や講演会等を実
施し、スポーツ振興に寄与する。

プロアスリート等を招聘した
スポーツ教室や講演会等を開
催する。

地域政策部
文化スポー
ツ振興課

9
名護湾沿岸基本
構想策定事業

継続 30～31

名護湾沿岸に配置される「名護漁港」や
「21世紀の森公園」、「宇茂佐海岸」な
どを対象区域とし、本市の産業振興及び
定住促進に資するまちづくり構想を策定
する。

基本構想策定業務（関係者意
向調査、事例調査、有識者懇
談会を含む）

地域政策部
振興対策室

10 名護市教育の日 継続 －
市民の「教育」に対する意識高揚と子ど
もたちの育成のための体制づくり。

家庭、学校、地域、関係機
関・団体、行政が一体となっ
て取り組めるようシンポジウ
ム等事業の内容の充実に努め
る。

教育委員会
総務課

地域のくらしと環境
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

11
児童生徒の県外
派遣等に関する
補助金交付事業

継続 －
子どもたちのスポーツ・文化活動や交流
を奨励し、児童生徒の技術力向上を支援
する。

スポーツ・文化面における競
技大会や交流試合等で、児童
生徒が派遣される場合に補助
金を交付する。

教育委員会
総務課

12 子ども夢基金 継続 －
未来を担う、名護市の子どもたちの夢の
実現と健やかな成長に資するため、運営
等における支援を行う。

児童生徒の県外派遣等に関す
る補助金の交付、二見以北地
域森林体験事業及び団体等指
導者講習会を支援する。

教育委員会
総務課

13
学校給食施設再
整備事業

継続 21～
名護市学校給食施設再整備基本計画に基
づく取組を実施する。

学校給食施設再整備による学
校給食センターの建設に向け
取り組む。

教育委員会
総務課

14
名護市学校給食
事業

継続
30.9～

34

教育活動の一環である学校給食の無償化
を行うことにより、幼児・児童・生徒の
食に関する正しい理解と望ましい食習慣
を養うとともに、学校給食のより一層の
充実を図る。また、子育て世帯の経済的
負担を軽減し、安心して子育てができる
まちづくりを推進することを目的とす
る。

名護市立の幼稚園、小学校及
び中学校に在籍している園
児・児童・生徒の保護者等に
係る学校給食費の無償化

教育委員会
総務課

15
東江小学校屋外
教育環境整備事
業

新規 31～33

東江小学校のグラウンドについて、安全
性や機能性などに課題があり、児童の活
動に支障をきたしていることから、全面
的な整備を行う。

グラウンドの測量設計及び整
備工事を実施する。

教育委員会
教育施設課

16
小学校特別教室
等空調設備整備
事業

継続 29～31
小学校の特別教室及び少人数教室へ空調
機器を整備し、快適な学習環境の整備を
行う。

特別教室及び少人数教室へ空
調設備を設置するための改修
工事を実施する。

教育委員会
教育施設課

17
屋我地中学校特
別教室棟新築事
業

新規 31～32
施設一体型小中一貫校屋我地ひるぎ学園
を整備する計画の一つとして、中学校特
別教室棟の施設整備を行う。

校舎の設計業務を実施する。
教育委員会
教育施設課

18 保幼小連携事業 継続 30～

就学前施設における「就学前教育・保
育」と小学校における「教育」の違いを
踏まえた上で両者が連携し、学びの連続
性・一貫性を理解し、円滑な接続に向け
た取組の充実を図る。

・保幼小連携合同研修会の開
　催(年２回）
・小学校区保幼小連携協議会
　の開催（全小学校区）

教育委員会
学校教育課

19
小学校英語学力
調査事業

継続 24～

児童の英語学習に対する興味・関心を高
め、中学校英語への円滑な接続を図る。
また、客観的な評価を行うことにより指
導の工夫改善に資する。

外国語活動（英語）を実施し
ている小学校５・６年生を対
象に英語学力調査を実施。

教育委員会
学校教育課

20
中学生英検補助
事業

継続 25～
中学生の英語力及び学習意欲の向上を図
る。

公益財団法人日本英語検定協
会が実施する英語検定の検定
料の一部補助を実施。

教育委員会
学校教育課

21
小中一貫教育推
進ソフト事業

継続 21～
小中一貫教育校「緑風学園」及び「屋我
地ひるぎ学園」の特色ある教育活動の推
進、教育環境の充実。

・非常勤講師の配置による小
　中連携教育の充実。
・乗り入れ、ＴＴ授業等の実
　践。

教育委員会
学校教育課

22
学習指導支援者
配置事業

継続 21～
学力に関する諸調査結果から課題の大き
な教科・学年に対し、学習指導支援者を
配置し、学習支援・学力向上を図る。

市立小・中学校に20人の学習
指導支援者を効果的に配置
し、主に算数・数学の学習支
援を行い基礎学力の向上を図
る。

教育委員会
学校教育課

23
中学生海外短期
留学派遣事業

継続 21～

英語を学ぶことへの関心・意欲を高める
とともに、広い視野で物事を考え行動す
ることのできる国際感覚豊かな人材育成
を目指す。

市立中学校応募者より留学生
12人を選考し、米国ハワイ州
ハワイ郡ヒロへの派遣を実施
する。

教育委員会
学校教育課

24
適応指導教室支
援員配置事業

継続 －

適応指導教室に支援員を配置し、不登校
児童生徒の個々の状況に応じた体験活動
や学習指導、教育相談等を行い、学校復
帰を支援する。

適応指導教室「あけみお学
級」に支援員４人を配置し、
個々の児童生徒に応じた体験
活動や学習支援、教育相談等
を行い、基本的生活習慣の支
援を実施する。

教育委員会
学校教育課

25
生徒指導支援者
配置事業

継続 －
特別な支援を要する不登校および不登校
気味の児童生徒のニーズに対応した支援
を行うことで、不登校の改善を図る。

小・中学校へ生徒指導支援者
９人を効果的に配置し、児童
生徒の支援計画に沿った支援
を行う。

教育委員会
学校教育課

26
特別支援教育支
援者配置事業

継続 －
発達障害等を含め、特別な支援を必要と
する児童生徒の学校生活及び将来の自立
支援を実施する。

小・中学校へ特別支援教育支
援者を適切に配置し、児童生
徒の支援計画に沿った支援を
行う。

教育委員会
学校教育課

27
小中学校英語支
援員配置事業

継続 －

小学校外国語活動や中学校の英語の授業
における指導補助や教材作成を行うとと
もに、児童生徒のコミュニケーション能
力の向上、国際理解を図る。

小中英語支援員10人を効果的
に配置し、学習活動やコミュ
ニケーション能力の向上を図
る支援を実施。

教育委員会
学校教育課

教育・文化・スポーツ振興
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

28
キャリア教育支
援事業

継続 27～

児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつ
ながりを見通しながら、社会的・職業的
自立に向けて必要な基盤となる資質・能
力を身に付けていくことができるよう、
キャリア教育の充実を図る。

ジョブシャドウイングや職場
体験実施に係る学校と受入事
業所とのコーディネート業
務。およびマナー講座、企業
人講話等事前学習の支援。

教育委員会
学校教育課

29
コミュニティ・
スクール導入等
促進事業

継続 28～

地域とともにある学校づくりを目指すた
め、保護者や地域住民等が学校運営に参
画する仕組みとして「学校運営協議会」
を設置したコミュニティ・スクールの導
入に向けた取組を推進する。

コミュニティ・スクール導入
に向けて取り組む名護小学校
名護中学校、羽地中学校、東
江中学校、大宮中学校への支
援及び他校への制度理解を図
る。

教育委員会
学校教育課

30
学校・家庭・地
域連携事業

継続 20～

教師・保護者・地域住民が相互に交流
し、連携する体制づくりを推進すること
により、学校・家庭・地域の教育力の向
上を図る。

・地域学校協働活動推進員を
　配置する。
・学習支援ボランティア等の
　配置、市内小中学校におけ
　る地域の方々や名桜大学生
　による学習支援等の活動及
　び体験学習の支援・協力を
　行う。

教育委員会
学校教育課

31
家庭教育支援事
業

継続 26～

すべての親が家庭教育に関する学習や相
談等ができる体制が整うよう、地域人材
の育成や活用、学校との連携による接続
可能な仕組みを作り、地域全体で家庭教
育支援を推進する。

家庭教育に関する講演会や親
子体験講座、「ゆんたくはん
たくカフェ（保護者の交流の
場）」等を実施し、親の学び
の場を提供する。

教育委員会
学校教育課

32
文武両道プロ
ジェクト

継続 27～

小学生のスポーツ活動が始まる前の隙間
の時間を活用し、保護者や指導者がチー
ムの小学生に対して学習支援を行い、文
武両道を推進する。

週２回程度、放課後に実施
し、宿題支援などを行う。

教育委員会
学校教育課

33
放課後学習支援
教室

継続 27～
中学生を対象に、放課後の時間を活用し
たボランティアによる学習支援を実施
し、学力の底上げを図る。

週１回程度、放課後に実施
し、宿題支援などを行う。

教育委員会
学校教育課

34 就学援助 継続 －

経済的理由によって就学困難と認められ
る児童生徒の保護者（要保護・準要保護
世帯）に対し、必要な援助を行い、義務
教育の円滑な実施に資することを目的と
する。

・学用品費、修学旅行費、給
食費、新入学児童生徒学用品
費、通学用品費などの支給
・新入学児童生徒学用品費に
関して、平成31年度入学児童
生徒から平成30年度に給付及
び援助単価の増額

教育委員会
学校教育課

35
教育委員会マイ
クロバス購入事
業

新規 31

源河地域に居住する真喜屋小学校児童の
登下校（登校時のみ羽地中学校生徒も乗
車）で使用している教育委員会所有バス
が老朽化に伴い、故障等が増えてきてい
るため、マイクロバスを購入し、安全運
行と児童生徒の安全を確保する。

教育委員会マイクロバスの購
入

教育委員会
学校教育課

36 文化財保護 継続 －
指定文化財の保全と活用を図るととも
に、文化財指定を推進し、誇りの持てる
地域づくりを支援する。

・指定文化財の保全と活用に
　向けた取組を行う。
・津嘉山酒造所施設の活用に
　向けた取組を行う。
・指定文化財の保護に関する
　業務を遂行する。

教育委員会
文化課

37
市内遺跡詳細分
布調査事業

継続 19～
市内遺跡の詳細分布及び範囲確認調査を
実施する。

開発調整に伴う市内遺跡の確
認調査及び試掘調査を実施す
る。

教育委員会
文化課

38
埋蔵文化財活用
事業

継続 21～
考古資料の展示・公開による教育普及活
動への展開及び標柱の整備を実施する。

・発掘調査による出土品の整
　理・収蔵、公開・活用す
　る。
・講演会を開催する。

教育委員会
文化課

39
安和与那川原遺
跡発掘調査

継続 26～32
沖縄県が実施する安和与那川砂防事業に
先立ち実施する、遺跡の記録保存調査を
行う。

安和与那川原遺跡の記録保存
調査を実施する。

教育委員会
文化課

40
キャンプ・シュ
ワブ内遺跡発掘
調査

継続 29～31
沖縄防衛局が実施する普天間代替施設建
設事業に先立ち実施する、遺跡の記録保
存調査を行う。

大浦崎収容所跡（桟橋・炊事
場）の記録保存調査を実施す
る。

教育委員会
文化課

41
長崎兼久遺物散
布地発掘調査

継続 29～32
沖縄防衛局が実施する普天間代替施設建
設事業に先立ち実施する、遺跡の記録保
存調査を行う。

長崎兼久遺物散布地の記録保
存調査を実施する。

教育委員会
文化課

教育・文化・スポーツ振興
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

42
市史教育普及活
動

継続 －
市史編さん事業を通し、故郷の歴史を知
る市民活動を支援する。

・民話等の紙芝居を制作す
　る。
・「高校生とともに考えるや
　んばるの沖縄戦」フィール
　ドワークを実施する。
・市史セミナーを開催する。

教育委員会
文化課

43 市史編さん事業 継続 － 名護市の歴史編さん事業。

・「市制50周年記念写真集」
　の刊行を行う。
・名護市史刊行計画に基づい
　て、各編の編さんを行う。

教育委員会
文化課

44
やんばるの歴史
文化保存活用事
業

新規 31～33
やんばるの自然・歴史・文化を劣化させ
ることなく次世代に引き継ぐ為の保存活
用を行う。

やんばるの集落撮影保存及び
村踊り、伝承話、文献資料
、写真資料の保存活用を行
う。

教育委員会
文化課

45
名護・やんばる
の自然と文化拠
点施設整備事業

継続 ～34
沖縄北部連携促進特別振興対策事業費を
活用し、「名護・やんばるの自然と文化
拠点施設」の整備を行なう。

・実施設計（建築・展示）
・土質調査
・造成工事
・用地購入

教育委員会
博物館

46
博物館教育普及
活動事業

継続 －

資料収集や調査・研究等で蓄積された成
果を市民に還元するため、地域の文化自
然を活かした企画展や講座等を開催し、
文化活動の発展に資する。

・ぶりでぃ子ども博物館の実
施
・各種体験講座等の開催
・学校支援活動の実施

教育委員会
博物館

47
図書館サービス
充実事業

継続 ￣
生涯学習施設として、全市民へ公平な
サービスを提供する。

・「名護市子どもの読書活動
推進計画」に基づき、市立図
書館と学校図書館の連携を図
り、子どもの読書環境の充実
に取り組む。
・乳幼児向けの読み聞かせ事
業を継続して実施する。
・関係部署と連携し、市民の
課題解決に必要な資料や情報
の提供に努める。
・大活字本やＬＬブック、朗
読ＣＤなどの障がい者や高齢
者が利用しやすい資料の収集
提供に取り組む。

教育委員会
中央図書館

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
名護市特産品開
発等支援事業

継続 29～
地域事業者の商品開発の課題を解決すべ
く、特産品の開発支援を行い、商工業の
産業育成を行う。

地域資源等を活用した商品開
発及び流通に必要な知識習得
のワークショップ等を実施
し、戦略的な商品開発等の支
援を実施する。また、今年度
は商談会開催等の出口支援を
拡充する。

地域政策部
商工観光局

2
創業支援等事業
計画

継続 27～
認定連携創業支援事業者と連携し名護市
創業支援プラットフォームを構築し、創
業希望者に対して各種支援を実施する。

女性向け創業支援や創業機運
醸成事業等を行う事業者との
新たな連携により、名護市創
業支援プラットフォームの拡
充を図る。

地域政策部
商工観光局

3 雇用対策事業 新規 31～

本市が行う雇用に関する施策と、関係機
関が行う施策が密接な連携の下に効果的
に実施されるよう、「雇用対策協定」を
締結し各種事業を展開する。

「雇用対策協定」の締結を進
めるとともに、総合的な雇用
対策を展開する。

地域政策部
商工観光局

4
ファイターズ・
キャンプ支援事
業

継続 24～

　北海道日本ハムファイターズのキャン
プ期間中における、駐車場の確保、球場
までのシャトルバスの運行、球場周辺等
に警備員・誘導員を配置し、見学者並び
に車両を安全スムーズに誘導する。ま
た、人気球団である日本ハムファイター
ズと連携したイベント「沖縄へ行こ
う！！名護デー」を札幌ドームで開催
し、札幌より観光客誘客を図る。

・プロ野球キャンプ見学者等
の誘導と安全確保
（シャトルバスの運行／球場
周辺の警備員・誘導員の配
置）
・札幌ドームで「名護デー」
開催（球場入口にて、名護市
観光案内パンフレット等の配
布／観光と特産品のＰＲブー
スの設置／試合前セレモニー
実施）

地域政策部
商工観光局

経済・産業振興

教育・文化・スポーツ振興
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

5
新球場連絡ゾー
ンレリーフ等設
置事業

新規 31～

名護市営球場の新築及び多目的広場の整
備に伴い、メイン通路となる球場側面の
歩行通路へのレリーフ等の設置により賑
わいを創出し、誘客を図る。

昭和53年、沖縄初のプロ野球
キャンプ地となった名護市営
球場の時代背景や日ハムと名
護市の関わりを今回整備する
国道側擁壁を活用。レリーフ
等の設置により来場する観光
客、老若男女が楽しめる施設
として整備を行う。

地域政策部
商工観光局

6
金融・情報通信
関連産業推進事
業

継続 14～
金融・情報通信関連産業を集積し、地域
を支える産業を創出する。

企業誘致活動の実施及び立地
企業のサポート、就業者及び
求職者向け人材育成等の実施
により、地域の将来にわたる
経済産業基盤の構築を進め、
新規雇用創出を図る。
経済金融活性化特区制度の活
用促進に向けた広報活動の実
施及びワンストップ窓口を開
催し、特区制度の更なる活用
を推進する。

地域政策部
商工観光局
経済金融活
性化特区推
進室

7
金融ＩＴキャリ
ア教育事業

継続 21～
金融・情報通信関連産業を集積し、地域
を支える産業を創出する。

市内の高校生等を対象に、金
融・ＩＴ関連産業への関心を
深めるとともに、本市に進出
している企業への就業を促進
させるため、勤労観及び就労
観の醸成、同産業の基礎的な
知識の習得を目的とした学習
支援プログラムを実施する。
また、インターンシップ支援
や企業見学を通じ、特区関連
企業への就職を促進する。

地域政策部
商工観光局
経済金融活
性化特区推
進室

8
金融・情報通信
産業広報推進事
業

継続 20～
金融・情報通信関連産業を集積し、地域
を支える産業を創出する。

名護市企業招聘セミナーの開
催及び沖縄県等が実施してい
る各種イベントと連携した企
業誘致活動を実施する。
また、本市の企業誘致施策の
広報誌等への掲載による広報
活動及び高校・高専・大学
生・市民向け寄附講座の実施
により、金融・ＩＴ関連企業
への就職意識醸成を図り、更
なる雇用創出を促進する。

地域政策部
商工観光局
経済金融活
性化特区推
進室

9
名護市工場適地
等構想地調査事
業

新規 31
製造業の立地可能性調査を実施し、利活
用可能な土地の情報収集を行い、製造業
の誘致を推進する。

名護市内の新たな工場用地を
抽出し、土地の利用方針や開
発手法の検討、開発に係る概
算工事費の算出を行い、新た
な工場適地設定に繋げる基礎
調査を実施し、新たな工場適
地の指定及び工業用地推進に
繋げ、製造業・物流業の発展
を推進する。

地域政策部
商工観光局
経済金融活
性化特区推
進室

10
農業次世代人材
投資事業

継続 24～

次世代の担い手を育成するため、独立自
営による農業経営を行う就農５年未満の
新規就農者に対し、経営確立を支援する
資金を最長５年間給付。

・年間最大150万円を給付
農林水産部
農業政策課

11
新規就農一貫支
援事業

継続 27～33
就農５年未満の新規就農者の就農定着の
ため、農業用機械導入等の初期投資を支
援。

下記施設等の導入支援を実
施。
・ビニールハウス
・トラクター一式

農林水産部
農業政策課

12
肉用牛生産振興
特別対策事業

新規 31

低コストかつ安定的な畜産物供給体制の
確立及び肉用牛の生産振興を図るため
に、農業機械等の整備を補助することに
より、農家の草地面積拡大を図り、規模
拡大に結びつける。

・機械の導入を実施する
・農具庫の整備を実施する。

農林水産部
園芸畜産課

13
災害に強い高機
能型栽培施設の
導入推進事業

継続 30～33

台風等の自然災害や気候変動に対応した
高機能型栽培施設を導入し、施設内環境
を制御することで、亜熱帯性気候等の優
位性を最大限に生かした施設栽培の展開
により、より一層の生産量の増大や品質
の高位平準化等を図ることで、園芸産地
の生産供給体制を強化する。

・強化型耐候性施設整備
農林水産部
園芸畜産課

経済・産業振興
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

14
数久田地区用水
対策事業

継続 16～32
轟川上流に農業用ダムを建設し、数久田
地区の農業生産の向上と農業経営の安定
化に寄与する。

ダム導水施設及びかんがい排
水施設建設工事を実施する。

農林水産部
農林水産課

15
幸喜地区農道整
備事業

継続 30～32

降雨等により洗掘被害が甚大であった農
道をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装整備することで、農業環
境の改善と担い手の集積を図り、農業経
営の安定化に寄与する。

農道整備工事１式
農林水産部
農林水産課

16
久志地区農道整
備事業

継続 30～32

降雨等により洗掘被害が甚大であった農
道をアスファルト舗装整備することで、
農業環境の改善と担い手の集積を図り、
農業経営の安定化に寄与する。

農道整備工事１式
農林水産部
農林水産課

17
喜瀬地区農道整
備事業

継続 30～31

降雨等により洗掘被害が甚大であった農
道をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装整備することで、農業環
境の改善と担い手の集積を図り、農業経
営の安定化に寄与する。

農道整備工事１式
農林水産部
農林水産課

18
幸喜地区跨道橋
補修整備事業

継続 30～34

沖縄自動車道を跨ぐ農道橋の耐震化点検
診断を行い、診断結果に基づいた補修整
備を実施することにより、健全な橋梁の
維持と長寿命化を図る。

採択申請業務１式
農林水産部
農林水産課

19
名護市農業施設
整備事業

継続 30～35

土地改良事業等により整備された農業施
設の改修整備等を実施することで、地域
農業経営の安定と環境改善を図り、農業
振興に寄与する。

実施設計業務１式
農道整備工事１式

農林水産部
農林水産課

20
許田地区農道整
備事業

新規 31～33

降雨等により洗掘被害が甚大であった農
道をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装整備することで、農業環
境の改善と担い手の集積を図り、農業経
営の安定化に寄与する。

実施設計業務１式
農林水産部
農林水産課

21
安部地区農道整
備事業

新規 31～33

老朽等により農道舗装面の亀裂や陥没等
を改修整備することにより、農業環境の
改善と受益農家の安全を図り、農業経営
の安定化に寄与する。

実施設計業務１式
農林水産部
農林水産課

22
三原地区排水路
整備事業

新規 31～32
農地及び農道の排水流末を整備すること
により、冠水被害のない農業環境と農業
経営の安定化に寄与する。

実施設計業務１式
農林水産部
農林水産課

23
水産物供給基盤
機能保全事業

継続 29～33

漁港施設の長寿命化、更新コストの平準
化するため、漁港施設の老朽化調査、機
能診断、機能保全計画の策定を実施し、
機能保全計画に基く保全工事を行う。

機能保全工事１式
実施設計業務１式

農林水産部
農林水産課

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
名護湾沿岸基本
構想策定事業

継続 30～31

名護湾沿岸に配置される「名護漁港」や
「21世紀の森公園」、「宇茂佐海岸」な
どを対象区域とし、本市の産業振興及び
定住促進に資するまちづくり構想を策定
する。

基本構想策定業務（関係者意
向調査、事例調査、有識者懇
談会を含む）

地域政策部
振興対策室

2
やがじ地域観光
拠点整備事業

継続 28～32

民泊地として定着しつつある屋我地地域
で、体験等の施設整備を実施し、民泊地
としての定着を図り、市内の観光モデル
地域として、観光業の振興に寄与する。

オランダ墓アクセス通路整備
一式
塩づくり体験施設土木造成工
事一式

地域政策部
屋我地支所

3
第２次名護市観
光振興計画策定
事業

継続 30～

第１次観光振興基本計画の事業検証、本
市観光の現状分析、旅行者へのニーズ調
査、有識者、市民からの意見聴取を行い
本市の観光振興に係る方向性を示す第２
次観光振興基本計画の策定を行う。また
成果目標を数値化し検証できる調査手法
を確立し、評価検証が行える体制の構築
を目指す。

・第２次観光振興基本計画の
策定
・評価検証が行える体制の構
築

地域政策部
商工観光局

4
まちなか多言語
案内サイン整備
事業

継続 29～

市内の観光スポットを記した多言語（日
本語、英語、中国語、韓国語）案内板や
誘導看板設置し、観光地及び市街地周辺
へ観光客を誘導するとともに外国人観光
客の移動の利便性を高める。

・多言語案内誘導板８基設置
・多言語周辺案内地図板２基
設置

地域政策部
商工観光局

経済・産業振興

観光リゾート振興
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事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

5
自転車活用推進
事業

新規 31～

自転車のまちづくりを推進する自治体
(今治市、尾道市、守山市)と連携し、サ
イクルツーリズムを活用し海外からの誘
客を図ります。

訪日サイクルツーリズムＰＲ
事業の実施及び多言語サイク
リングマップの製作。

地域政策部
商工観光局
自転車のま
ちづくり推
進室

事業名称
新規
継続

事業
期間

全体事業概要（目的） 主な実施内容（H31） 部課所名

1
第５次名護市総
合計画策定事業

継続 29～31

今後10年間の名護市の新たなまちづくり
の基礎であり、最上位計画となる第５次
名護市総合計画の策定に取り組む。平成
32年度に市制50周年を迎えることから、
これまでの半世紀を振り返った上で「こ
れからの半世紀を視野に入れた最初の10
年の計画」と位置付け、これからの半世
紀を老若男女、民間・行政の区別なく同
じ名護市で日々を送る者として、みんな
で考え、みんなで「よってたかって」つ
くる総合計画とする。

市民のより多くの人々から意
見を聴取するワークショップ
及び総合計画審議会を開催す
る。

地域政策部
企画情報課

2
名護市市制50周
年記念事業

継続 30～32

平成32年（2020年）８月１日の市制施行
50周年を迎えるにあたり、昭和45年
（1970年）の市制施行から半世紀という
大きな節目であることから、「これまで
の半世紀」と「これからの半世紀」を結
ぶ年と位置付け、名護市に関係する多く
の市民・団体・企業などと「よってた
かって」考え、行動し、お祝いすること
を基本とする。記念事業の実施にあたっ
ては、名護市の過去・現在・未来を見つ
め、様々な名護市の魅力を再発見するこ
とで、市民としての自覚と誇りを高め、
その魅力を内外に積極的に発信し、これ
からの半世紀につなげる最初の一歩を踏
み出す機会とする。

名護市内で活躍する様々な分
野の団体の代表者と行政で組
織する「名護市市制50周年記
念事業実行委員会」におい
て、記念事業等の検討及び実
施を行う。

地域政策部
企画情報課

観光リゾート振興

市制50周年に向けた取組
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